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■12号団地の再生からニュータウン全体の再生へ
　ーＮＴ街路のにぎわい創出とまちなみの再形成ー

一部既存棟のバリアフリー化
ー新設棟と既存棟で１基のエレベーターを共有ー

仮居住が不要

段階的に進めていく団地再生

ー移転型建替えー

明舞団地では、建設後約４０年を経て、更新が必要な時期にさしかかっています。等価交換型の建替えが不
可能な今日、自己負担を前提とした団地の一括建替えは合意形成が極めて困難になると考えられます。

建物の老朽化や居住者の高齢化等、団地は多くの問題を抱える反面、長期経過した団地には通常のマンショ
ンでは持ち得ない豊かな屋外空間を持ち、長い間に育まれてきた豊かなコミュニティが存在しています。私
たちは、住民によって育まれてきた環境を守り、持続的な居住が可能な団地とするための計画を提案したい
と思います。

本提案では３年ごとに行われる建替え企画と意向調査をもとに、空き地への「移転型建替え」を行い、その
後も漸進的に棟別建替えを進めることにより居住者の負担の少ない「段階的な団地再生」とすることを基本
としています。１棟の建替えから始まる団地再生は、建替えを行う住棟の再生だけでなく、建替えを行わな
い棟も含めた団地全体・ニュータウン全体の再生（活性化）に繋げることを目的しています。

団地再生第１段階(2008年)の計画案

明舞団地『段階的』再生計画

■段階的な住棟建替えの流れ
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■一人一人の意向を
　尊重した合意形成

（建替部門）
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